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【基本姿勢】
　総合政策部は、「第３次日向市総合計画」に掲げる将来像「人と自然が響き合い、にぎわいあふれる共創のまち日向」の実現に向け、庁内各部局との横断的な連携を図りながら、
中長期的な視点で総合的・計画的なまちづくりに取り組むとともに、関係機関・各種市民団体等との情報共有や市政情報の発信、広聴活動の更なる充実を図るほか、「第３次日向市
行財政改革大綱」に基づく取組の着実な推進と進捗管理により、効果的・効率的な行政運営に取り組みます。

● 「第３期日向市総合戦略（第３次日向市総合計画・前期基本計画　重点戦略・アクションプラン）」に位置付ける施策の成果検証と国県・近隣自治体との連携により、地方創生の着
　実な推進を図ります。
● 重点戦略の地域ビジョン「こどもが故郷（ふるさと）に誇りを持てるまち、未来に希望をつなぐまち日向」の実現のため、子育て支援などの自然減対策や移住定住の促進などの社会
　減対策の推進に関する総括的・全体調整的な役割を担います。
● 国や地方公共団体の行政等に利用され、国の最も基本的かつ規模の大きな調査である国勢調査について、適切な広報・周知を図るとともに、調査体制の構築や回答率の向上
　等に取り組みます。
● 図書館複合施設の整備に向けて、庁内推進体制の構築を図るとともに、共創の考え方に基づく市民との対話に努めながら、公共施設マネジメントの考え方を踏まえつつ、基本構
　想の策定に取り組みます。
● 本市の魅力を市内外に発信するため、広報・広聴活動の更なる充実を図ります。
● 自治会（区）や市民団体の活動を支援しながら、地域づくりに必要な人材の育成に取り組むとともに、地域のコミュニティの大切さを啓発していきます。
● 地方創生SDGsや自治体DXの推進など、新たな時代の流れを施策に取り入れ、持続可能で効率的・効果的な行政運営を目指します。

【総合計画・まちづくりで大切にしたい考え方】
（１）人権尊重
　○　全ての市民の人権が尊重され、個性と多様性を互いに認め合い、あらゆる差別のない、誰もが幸せに暮らすことができる地域社会の実現を目指します。
（２）市民協働・共創
　○　行政、市民、事業者、NPOなど、地域社会を構成するあらゆる主体が協働・連携し、それぞれの特性や役割を理解し、尊重した上で、互いに知恵や力を出し合い、責任を共有しな
　　がら新しい未来を共に創るまちづくりを目指します。
　○　地域課題の解決や新たな価値の創造に向けて、市民との対話や検討・検証を実験的に行う新たな共創の仕組み（日向版リビングラボ）の構築について研究します。
（３）地域力活用
　○　市民が様々な地域課題に対して関心を持ち、多様な分野でのまちづくりに参画し、ふるさと日向への誇りや愛着を育みながら、地域課題の解決を図ることができる持続可能な地
　　域社会の実現を目指します。
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一般会計 5,687

(ほか兼務　0人) 日向市図書館複合施設整備基本構想

日向市情報セキュリティポリシー

前年度繰越額（千円） 日向市DX推進計画
1

職　員　数　　　　　　　（人） 当初予算額　　　　　　　　（千円） 令和７年度中に策定予定の計画　　（根拠法令等）

日向市過疎地域持続的発展計画

令和７年度　部局経営方針

部名 総合政策部 課長名 濱田　卓己 令和7年4月1日 現在
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令和７年度　部局経営方針

部名 総合政策部 課長名 濱田　卓己 令和7年4月1日 現在

【総合計画・基本目標】
01-02　学校教育の推進
①小学校・中学校教育等の充実
　○　関係機関と連携し、市内にある県立高校の魅力向上支援やふるさとを愛し地域社会に貢献できる人材の育成に取り組みます。
01-04　生涯学習・青少年健全育成の推進
③図書館サービスの充実
　○　「日向市図書館複合施設整備基本方針（令和６年度策定）」に掲げる基本理念「学びの種をまき、創造の芽を育て、希望の実を結ぶ 市民のサードプレイス」の実現に向け、整備
　　場所、規模、複合化する機能等を取りまとめた基本構想を策定します。
　○　基本構想の策定に際しては、講演会や関連イベントによる機運醸成を図りながら、日向版リビングラボ（住民が主体となり、暮らしを豊かにするためのサービスやモノを生みだし
　　たり、より良いものにしていく活動）やわかりやすい情報発信に取り組みます。
03-06 中山間地域の活性化と移住定住の促進
①中山間地域の活性化
　○　地域おこし協力隊をはじめとした国・県の制度を活用するなど、全庁的なニーズの掘り起こしをしながら、中山間地域の振興を図ります。
②移住定住の促進
　○　都市部での移住相談会の開催など積極的な情報発信によるシティプロモーションを推進し、お試し滞在施設の利活用や移住支援金による移住定住施策を推進するほか、若者
　　の結婚を応援する事業や奨学金の返還支援など、人口の社会減・自然減対策に取り組みます。
06-01　人権・平和の尊重
②人権・同和行政の推進
　○　関係団体と連携した研修会や講演会などの啓発活動を進め、様々な人権問題に対する正しい理解の促進とダイバーシティ社会の実現を目指します。
06-02　男女共同参画の推進
②女性の参画拡大と活躍の推進
　○　あらゆる分野に多様な意見が取り入れられるよう、市の審議会等に女性委員を積極的に登用するとともに、ワーク・ライフ・バランスの実現に取り組む事業者を支援します。
③安全・安心な暮らしの実現
　○　ＤＶ（デートＤＶ含む。）や性に起因するハラスメント等を防止し、男女共同参画の視点に立った安全・安心な暮らしを実現するため、若年層から幅広い年代に向けて情報提供や
　　周知啓発に取り組みます。
06-03　協働のまちづくりの推進
①地域コミュニティの活性化
　○　自治会（区）の活動支援や加入の促進、まちづくり協議会の支援などを通じて、地域コミュニティの活性化を図ります。
②団体活動の支援
　○　市民活動支援センターの活用促進と団体活動の支援に取り組みます。
③広報・広聴活動の充実
　○　市政情報の効果的な発信媒体を検討します。特に各種ＳＮＳについては、閲覧者数や登録者数の増加を図ります。
　○　市長と市民の座談会について、若い世代が参加しやすい開催方法や周知方法を検討し、参加者の増加に取り組みます。
06-04　多文化共生と国際交流の推進
②国際交流の推進と異文化理解
　○　国際交流員の活用や市民活動団体との連携により、外国人との交流や異文化に触れる機会をつくり、国際感覚の醸成と理解促進、多文化共生のまちづくりを進めます。
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令和７年度　部局経営方針

部名 総合政策部 課長名 濱田　卓己 令和7年4月1日 現在

【行財政改革大綱に基づく行動計画】
01-01
　01　フロントヤード改革の推進
　　○「書かない」「待たない」「迷わない」「行かない」窓口の実現に向けて、行政手続のオンライン化の拡充や「書かないワンストップ窓口」を実施し、利便性向上や窓口業務の効率
　　　化を図ります。
　02　組織体制の最適化
　　○　効率的な行政運営の推進と市民に分かりやすい組織体制の構築とともに、業務の量や質に応じた人員体制を構築することで、適正な定員管理に取り組みます。
　03　業務担い手の最適化
　　○　正規職員が担っている各業務について、業務の性質や難易度に応じて担い手の見直し等を行い、業務の平準化と職員の業務量の見直しを行います。
　　○　会計年度任用職員や任期付職員のほか、特別交付税を財源とする集落支援員や地域おこし協力隊等の活用について検討を行います。
　04　アウトソーシングの推進
　　○　各業務のプロセスにおいてアウトソーシングの活用を検討し、積極的な活用を図ることで、職員の業務軽減とコストの抑制、民間ノウハウを活用した質の高い行政サービスの
　　　提供を目指します。
01-02
　01　ペーパーレスの推進
　　○　会議資料のペーパーレス化や電子決裁の推進等により、情報共有の効率化、業務量やコストの削減に取り組みます。
　02　ICT活用による業務効率化
　　○　生成AIを活用した文書添削や資料作成、企画立案のアイデア出し、データ分析などのほか、RPA、AI-OCRなどのICTを積極的に活用し、業務の効率化に努めます。
02-01
　01　 歳入の確保と歳出の最適化
　　○　企業版ふるさと納税の寄附獲得に向けて積極的に取り組み、自主財源の確保を図ります。
03-01
　01　 人材育成の充実
　　○　政策形成能力や幅広い見地を身に付けるために、各種研修会等に積極的に参加します。
　　○　様々な行政課題に柔軟に対応できる人材（職員）を育成するため、職員が自発的学習に取り組み易い環境づくりに努めます。
03-02
　01　 ワーク・ライフ・バランスの実現
　　○　職員がより良い環境の中で家庭との両立を図りながら十分に能力を発揮できる環境をつくるために、相互に協力しあい、業務量の削減、簡素化、効率化を目指します。
　　○　時差出勤やテレワークなどの多様な働き方の活用に取り組むとともに、計画的な有給休暇や育児休暇の取得、振替休日の完全取得、時間外勤務の削減を促進します。



【総合政策部】
様式１－２　総合戦略に基づく基本戦略と主要施策

基本戦略 1 安心してこどもを産み育てられるまちをつくる

主要施策 1-2　希望を未来へつなげる人づくり

基本方針 ▶ 市民の知の拠点、交流の拠点となる新たな図書館複合施設の整備に向けて取り組みます。

▶ 持続可能なまちづくりを目指し、市民団体の活動を支援し、地域づくりに必要な人材育成に取り組みます。

具体的な施策 1-2-8　新たな図書館複合施設の整備

番号 施策の内容 所管課 予算事業名 現状と課題 取組内容 上半期 下半期

1
○市民の知の拠点、交流の拠点となる新
たな図書館複合施設の整備に向けて取り
組みます。

総合政策課
図書館等複
合施設整備
事業

現在の図書館は老朽化しており、狭小で
あることから必要なスペースを確保でき
ない状況となっています。また、全国的
にも利用者の多様なニーズに対応した図
書館複合施設の整備が進められており、
同様の施設を求める声が市民からも上
がっています。

図書館複合施設の整備に向けて、庁内検
討委員会や日向版リビングラボ等におい
て、施設整備の基本的な考え方や整備計
画等をまとめた基本構想の策定に取り組
みます。

・基本構想策定支援業務委託
契約の締結
・庁内検討委員会の運営
・講演会や子どもの遊び場イ
ベントの実施

・日向版リビングラボの運営
・整備基本構想の策定・公表
（市民説明会の実施）

具体的な施策 1-2-11　まちづくり人材の育成と市民活動の支援

番号 施策の内容 所管課 予算事業名 現状と課題 取組内容 上半期 下半期

1
○人材育成事業「ひまわり塾」を開催
し、将来の地域づくり活動を担う人材の
育成に取り組みます。

地域コミュ
ニティ課

ひまわり基
金事業

地域課題について認識を深め、地域の将
来について考えるきっかけの場となりま
すが、講師や内容によって参加者に偏り
があります。

実績と知名度のある講師の選定や魅力的
な講義内容を検討し、多様な受講生の確
保に努めます。

・講師の選定
・講義内容の検討
・広報活動

・事業の進捗管理
・プレゼンの実施

2
○市民活動支援センターが開催する講座
や情報提供、会議室等の貸し出しを通し
て、市民団体の活動を支援します。

地域コミュ
ニティ課

市民活動支
援センター
管理運営費

市民ニーズを考慮した講座を開催してい
ますが、参加者が減少傾向で、会議室等
の利用団体も限定的になっています。

施設や講座の周知・広報とともに、指定
管理団体との連携を深めます。

・施設や講座の周知・広報
・指定管理団体との連携

・施設や講座の周知・広報
・指定管理団体との連携

3
○オール日向祭や交流会等を通した市民
団体相互の情報共有や連携を支援しま
す。

地域コミュ
ニティ課

市民活動支
援センター
管理運営費

市民団体の解散や高齢化などにより、活
動自体が縮小傾向になっています。

新たな団体の設立支援や既存団体の紹
介、指定管理団体の取組を支援します。

・指定管理団体の取組支援
・新たな団体の設立支援

・指定管理団体の取組支援
・新たな団体の設立支援

基本戦略 2　安定した雇用と稼ぐ地域をつくる

主要施策 2-1　安定した雇用があり人材が育つまちづくり

基本方針 ▶ 自分の望む働き方で仕事ができる環境をつくり、多様な人々が活躍できる社会を目指します。

具体的な施策 2-1-3　多様な人材が働ける労働環境の整備

番号 施策の内容 所管課 予算事業名 現状と課題 取組内容 上半期 下半期

1
○仕事と子育ての両立を図ることができ
る労働環境の整備を促進します（ワー
ク・ライフ・バランスの推進）。

地域コミュ
ニティ課

女性活躍推
進事業

仕事と家庭を両立する上で家事・育児等
の負担が女性に偏る傾向があります。固
定的性別役割分担意識の解消及び女性活
躍に関する法律や制度について周知啓発
し、ワーク・ライフ・バランスを推進す
る必要があります。

企業の労働環境の整備を促進するため、
女性活躍推進アドバイザー派遣やえるぼ
し･くるみんの認定を目指す取り組みを支
援します。

・アドバイザー派遣
・えるぼし･くるみん認定
　制度（企業奨励交付金）
　の広報活動

・アドバイザー派遣
・えるぼし･くるみん認定
　制度（企業奨励交付金）
　の取組支援

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 
基準値 

令和５（2023）年度 

目標値 

令和 10(2028)年度 

創業支援計画に基づく創業者数（累計） ― 50 人 

専門的な技術や知識を持つ人材を活用した市内

企業数（累計） 
― 32 社 

新規就農者の総数（累計） ― 20 人 

耳川広域森林組合日向支所による再造林面積 44ｈａ 61ｈａ 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 
基準値 

令和５（2023）年度 

目標値 

令和 10(2028)年度 

全国学力・学習状況調査で「将来の夢や目標

を持っている」と答えた中学３年生の割合 
68.3％ 72.0％ 

全国学力・学習状況調査で「授業では、課題

の解決に向けて、自分で考え、自分から取り

組んでいた」と答えた中学３年生の割合 

74.4％ 80.3％ 

小中学校のトイレの洋式化率 60.4％ 70.0％ 

不登校児童生徒のうち、学校内外の機関等で

相談・指導等を受けている児童生徒の割合 
50.4％ 65.0％ 



【総合政策部】
様式１－２　総合戦略に基づく基本戦略と主要施策

基本戦略 3　地域資源を生かして新しい人の流れをつくる

主要施策 3-2　誇りと愛着を育み人が集まるまちづくり

基本方針 ▶ 市外からの移住者を積極的に受け入れられる制度の充実や環境の整備に取り組みます。

具体的な施策 3-2-5　移住定住の促進

番号 施策の内容 所管課 予算事業名 現状と課題 取組内容 上半期 下半期

1

○移住を希望する人の相談体制の充実を
図るとともに、移住してくる人と暮らし
続ける人とが、共に暮らしやすい環境づ
くりに向けた交流会の開催について検討
します。

総合政策課
定住促進事
業

移住希望者の相談体制の強化を図る必要
があります。また、移住後の困りごとな
どについて支援を行う、仕組みの構築に
ついて検討していく必要があります。

移住者と暮らしている人との交流会の開
催に向けて先進事例の研究を行い、試験
的に交流会を開催します。

・先進事例の研究
・試験的に交流会を企画・運
営

2
○本市へのＵＩＪターンを促進するた
め、移住支援制度の充実を図ります。

総合政策課
定住促進事
業

移住者の獲得に向けた自治体間競争が激
しくなっています。本市の魅力向上に努
めながら、他自治体との差別化を図った
ＰＲをしていく必要があります。

令和６年度に創設した「学生ＵＩＪター
ン就職支援金」の周知を図り、若者の移
住促進を図ります。

・制度周知
・制度拡充の検討

・制度周知

3
○人口の社会減対策として、奨学金を活
用した若者の定着促進に取り組みます。

総合政策課
定住促進事
業

社会減対策が求められる中、若者の市外
流出の抑制と市内企業の人材確保を支援
していく必要があります。

社会減対策として、市内の企業に就職し
た人の奨学金返還額の一部を支援する制
度を創設します。

・制度要綱の検討 ・制度の運用を開始

4
○本市の魅力を的確に伝える移住プロ
モーションを展開します。

総合政策課
定住促進事
業

移住者の獲得に向けた自治体間競争が激
しくなっています。本市の魅力向上に努
めながら、他自治体との差別化を図った
ＰＲをしていく必要があります。

シティプロモーションと連携した情報発
信に取り組みます。

・新しいシティプロモーショ
ンと連動した移住プロモー
ションの制度設計

・新しいシティプロモーショ
ンと連動した移住プロモー
ションの実施

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 
基準値 

令和５（2023）年度 

目標値 

令和 10(2028)年度 

若山牧水関連事業の参加者数（年間） 4,552 人 5,000 人 

ふるさと応援寄附金の寄附件数（累計） 32,671 件 192,000 件 

新たな移住者（ＵＩＪターン）数（累計） － 600 人 



【総合政策部】
様式１－２　総合戦略に基づく基本戦略と主要施策

基本戦略 4　安全・安心で利便性の高いまちをつくる

主要施策 4-1　安全・安心なまちづくり

基本方針 ▶ 自治会（区）やまちづくり協議会を支援し、地域のコミュニティの大切さを市民に啓発します。

具体的な施策 4-1-1　自治会（区）やまちづくり協議会の活動支援

番号 施策の内容 所管課 予算事業名 現状と課題 取組内容 上半期 下半期

1
○自治会（区）やまちづくり協議会と
いった地域コミュニティの重要性につい
て市民への啓発に取り組みます。

地域コミュ
ニティ課

自治公民館
活動支援事
業

高齢化や価値観の多様化などにより、自
治会（区）などの地域コミュニティの活
動が縮小しています。

関係団体と連携して地域コミュニティの
重要性について広報・啓発を進め、自治
会（区）への加入促進を図ります。

・広報紙による啓発
・啓発チラシによる啓発

・広報紙による啓発
・啓発チラシによる啓発

2
○自治会（区）やまちづくり協議会の活
動に対して補助金等を交付して、財政面
での支援に取り組みます。

地域コミュ
ニティ課

自治公民館
活動支援事
業

自治会（区）の加入率の低下により、行
事の実施や公民館・防犯灯など地域の公
益施設の管理が厳しくなっています。

補助金を交付し、施設の管理運営や各種
活動の支援を行います。

・補助金の交付
・各種活動の支援

・各種活動の支援

3
○行政と自治会（区）との情報共有を推
進し、身近に行政情報を受け取れるな
ど、市民サービスの向上を図ります。

地域コミュ
ニティ課

行政文書配
布・調査取
りまとめに
関する事業

自治会（区）の加入率の低下により、班
や回覧板を利用した行政情報の周知だけ
では不十分となっています。

行政文書のデジタル化や行政情報の発信
手法の検討、提供する行政情報の整理を
進めます。

・行政文書のデジタル化
・適切な提供場所の検討
・行政情報の整理

・行政文書のデジタル化
・適切な提供場所の検討
・行政情報の整理

4
○まちづくり協議会からの相談への対応
や課題解決への支援に取り組みます。

地域コミュ
ニティ課

新しい地域
コミュニ
ティ組織制
度事業

市内４まちづくり協議会と伴走しながら
課題解決に対応していますが、主体性の
高い自立した組織づくりが求められてい
ます。

４まち協合同会議の開催や各まち協の会
議へ参加し、まち協の自立・自走支援に
取り組みます。

・合同会議の開催（前期）
・各種会議への参加

・合同会議の開催（後期）
・各種会議への参加

5
○まちづくり協議会の新規設立を支援し
ます。

地域コミュ
ニティ課

新しい地域
コミュニ
ティ組織制
度事業

市内４まちづくり協議会が設立して以
降、これまでに新たな組織が設立してい
ません。

地域の自主性を尊重しながら区長会等へ
の出前講座やまち協情報の提供を進め、
機運醸成を図ります。

・区長会での説明 ・区長会での説明

具体的な施策 4-1-2　自治会（区）への加入促進

番号 施策の内容 所管課 予算事業名 現状と課題 取組内容 上半期 下半期

1
○日向市区長公民館長連合会等と連携
し、自治会（区）への加入促進に取り組
みます。

地域コミュ
ニティ課

自治公民館
活動支援事
業

自治会（区）の加入率の低下により、地
域活動の存続や共助による地域課題への
対応が困難になっています。

チラシの作成・配布や、グッズ等の購
入・活用などで地域コミュニティの重要
性を啓発します。

・啓発チラシの作成・配布
・啓発グッズ等の購入

・啓発チラシの配布
・啓発グッズ等の活用

2
○自治会（区）加入促進月間を設定し、
期間中の訪問等による加入促進に取り組
みます。

地域コミュ
ニティ課

自治公民館
活動支援事
業

自治会（区）だけの取り組みでは加入率
の減少に歯止めがかかりません。

加入促進月間を設定し、区長公民館長連
合会と連携した取組を進めます。

・加入促進月間の設定（４・
５月）

・加入促進月間の設定（３
月）

3
○事業者等と連携して、自治会（区）加
入促進に取り組みます。

地域コミュ
ニティ課

自治公民館
活動支援事
業

市内の宅地建物取引業協会と連携して、
集合住宅等への自治会（区）加入を推進
していますが、実績としては一部の事業
者に限られています。

宅地建物取引業協会や事業所などと連携
し、自治会（区）活動の公益性を啓発し
ます。

・事業者等への協力依頼
・啓発活動

・事業者等への協力依頼
・啓発活動

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 
基準値 

令和５（2023）年度 

目標値 

令和 10(2028)年度 

地区防災計画を策定又は策定中の地区数 10 地区 15 地区 

委託相談支援事業者の相談受付件数 2,977 件 4,080 件 

地域福祉部の設置地区数 47 地区 57 地区 



【総合政策部】
様式１－４　第３次日向市行財政改革大綱に基づく行動計画

指標名 年度 目標 実績

R7 585人

R8 588人

R9 588人

R10 583人

R7 348業務

R8 696業務

R9 705業務

R10 715業務

R7 15業務

R8 30業務

R9 53業務

R10 77業務

R7 ▲25％

R8 ▲30％

R9 ▲40％

R10 ▲50％

R7 17分／日

R8 18分／日

R9 19分／日

R10 20分／日

R7 112業務

R8 154業務

R9 197業務

R10 204業務

R7 200

R8 250

R9 300

R10 350

R7 3.5

R8 4.0

R9 4.3

R10 4.5

8 行政改革・デジタル推進課 満足度の高い行政サービスの実現 行政運営の効率化と適正化 フロントヤード改革の推進
「書かないワンストップ窓口」
の利用者満足度（５段階評価の
平均）

転入やおくやみ等のライフイベント
に関する手続について、窓口でのス
ピーディな申請書作成が可能なシス
テムを導入し、書かないワンストッ
プ窓口の運用を開始します。

7 行政改革・デジタル推進課 満足度の高い行政サービスの実現 行政運営の効率化と適正化 フロントヤード改革の推進 オンライン化された行政手続数

年間100件以上の申請がある手続につ
いて、手続所管課への重点的なフォ
ローを実施し、オンライン化する行
政手続を増やします。

6 行政改革・デジタル推進課 満足度の高い行政サービスの実現 デジタル技術活用の推進 ICT活用による業務効率化
新たなICT活用業務プロセス数
（累計）

業務にRPAやAI-OCRなどのICTを積極
的に活用することで、業務効率化を
図ります。

5 行政改革・デジタル推進課 満足度の高い行政サービスの実現 デジタル技術活用の推進 ICT活用による業務効率化
生成AI活用による職員１人当た
りの業務削減時間

生成AIの活用事例を庁内共有するこ
とで各業務への活用シーンの創出を
図り、利用頻度を高めることで業務
効率化を図ります。

4 行政改革・デジタル推進課 満足度の高い行政サービスの実現 デジタル技術活用の推進 ペーパーレスの推進 紙印刷削減率（対令和４年度）

令和8年度の内部情報系システム更改
に向けて事務決裁フローの見直しを
検討することで、電子決裁の推進に
よる紙文書のペーパーレス化を図り
ます。また、取組状況の共有などに
よる職員の意識啓発に取り組み、さ
らなる紙印刷の削減を図ります。

3 行政改革・デジタル推進課 満足度の高い行政サービスの実現 行政運営の効率化と適正化 アウトソーシングの推進
新たなアウトソーシング活用業
務プロセス数（累計）

各業務プロセスにおけるアウトソー
シングの活用可能性を検討し、コス
ト抑制や民間のノウハウを活用した
質の高いサービスの提供を目指しま
す。

2 行政改革・デジタル推進課 満足度の高い行政サービスの実現 行政運営の効率化と適正化 業務担い手の適正化
業務担い手の最適化業務プロセ
ス数（累計）

正規職員が担っている業務の性質や
難易度に応じて、会計年度任用職員
や任期付職員など、多能な任用形態
の積極的な活用を図ります。

1 行政改革・デジタル推進課 満足度の高い行政サービスの実現 行政運営の効率化と適正化 組織体制の最適化 正職員数

業務ヒアリング等を通じて、各部署
の業務量の増減や必要人数、課題等
を把握し、適切な組織体制の構築と
職員配置を検討します。

成果（活動）指標

番号 進捗管理担当課 基本方針 重点取組項目 具体的取組 R7年度取組内容


